
 

 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

４３０ 低用量アスピリン投与時におけるランソプラゾール及びエソメプラ

ゾールマグネシウム水和物の算定について 

 

《令和７年１月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

低用量アスピリン投与時における、胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往がレセ

プトで確認できない場合の次の薬剤の算定は、原則として認められない。 

⑴ ランソプラゾール【内服薬】（タケプロンカプセル等） 

⑵ エソメプラゾールマグネシウム水和物【内服薬】（ネキシウムカプセル 

等） 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ランソプラゾール（タケプロンカプセル等）又はエソメプラゾールマグネシ

ウム水和物（ネキシウムカプセル等）のうち、「低用量アスピリン投与時にお

ける胃潰瘍又は低用量アスピリン投与時における十二指腸潰瘍の再発抑制」

の適応がある薬剤については、添付文書で投与に際しての注意事項として「血

栓・塞栓の形成抑制のために低用量のアスピリンを継続投与している患者を

投与対象とし、投与開始に際しては、胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往を確認す

ること。」と示されている。 

以上のことから、低用量アスピリン投与時に胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既

往がレセプトで確認ができない場合のこれら医薬品の算定は、原則として認

められないと判断した。 
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